
社会福祉法人 笠松会

施設概要

入所一時金 不要 ご利用者様のご負担を、なるべく少なくできるよう、配慮致しました。

定員 ５０名 御利用頂ける方は、介護保険で要介護１以上に認定された方です。ショートステイもできます。（定員１０名）

サービス内容 食事 栄養士が献立を作成し高齢者に適した食事を提供致します。

入浴 いつでも入浴頂ける浴室は、すべて個室となっておりプライバシーの確保に配慮致しました。

リフト付の特殊浴室もあります。身体状況に応じて介護職員が入浴のお手伝い致します。

介護 看護

受診

特別養護老人ホーム並みのご入居者20名に対し3名以上の日勤介護職員が対応致します。

日勤時間帯は毎日看護職員も配置しており安心です。 医療面は隣接する有吉病院に外来として職員が同行します。

余暇 毎月の誕生会や、外出を含めた随時行事などを実施し、楽しみながらの機能回復を支援致します。

ご利用者様の趣味、教養、娯楽活動も継続頂けるよう支援致します。

令和元年10月1日改定



【入居にかかる費用】

プライバシーが確保された個室で、安全、安心の生活を
居室のプライバシーの確保に配慮致しました。

約11畳の余裕ある個室空間に、トイレと洗面台を配置
個室入口にはホールを設置し、居室部分と共有スペースを明確に分割

これまでの生活スタイルを持ち込んで頂き、皆様お一人おひとりのペースでお過ごし下さい。

共同空間を居心地良く楽しい場所となるよう配慮しました。
ダイニングキッチンとリビングを設置
大きな窓を配置し、明るく風とおしの良い空間

皆様ご一緒にお食事や、おしゃべりを楽しんで頂けます。新しい家族と楽しい時間を過ごして下さい。

心地よいケアと安心の生活を提供致します。
介護職員が24時間常駐

普段の生活のお手伝いから、緊急時の対応まで致します。 心地良いケアと安心の生活をご提供致します。

全室トイレ、洗面台付き個室！

医療費、おむつ代、理美容代、居室電気代等は別途必要です。
本資料記載の金額については、令和元年10月1日に改定されたものです。

入居一時金・・・不要

《月々の料金》

・生活費・・・・￥43,700/月 (食費含む)

・管理費・・・・￥17,110

・事務費・・・・￥10、000～￥37、600/月 注1)

・冬季加算・・￥1、930/月（11月～3月）

【その他にかかる費用】 注2)

医療費
おむつ代
理美容代
クリーニング、洗濯代 等

注1)事務費は前年年収により、記載金額の範囲で変動致します。
注2)その他にかかる費用は、一律に発生するものではありません。

利用料金のモデルケース30日の場合)
入居前年度年収が１、５００、０００円以下で要介護1をお持ちの方

介護保険負担額 特定施設入居者生活介護 ¥16,080

夜間看護体制加算 ¥300

医療機関連携加算 ¥80

サービス提供体制強化加算 ¥180

口腔衛生管理体制加算 ¥30

個別機能訓練加算 ¥360

介護職員処遇改善加算Ⅰ ¥1,396

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ ￥306

利用料金負担額 生活費 ¥43,700

管理費 ¥17,110

事務費 ¥10,000

月額負担額合計 ¥89,542



利用料金について

前 年 度 年 収
ご入居前年のご本人年収から医療費、税金等を

控除した額

要 介 護 度

1 2 3 4 5

1 1,500,000 円 以下 89,231 91,378 93,618 95,696 97,935

2 1,500,001 円 ～ 1,600,000 円 92,231 94,378 96,618 98,696 100,935

3 1,600,001 円 ～ 1,700,000 円 95,231 97,378 99,618 101,696 103,935

4 1,700,001 円 ～ 1,800,000 円 98,231 100,378 102,618 104,696 106,935

5 1,800,001 円 ～ 1,900,000 円 101,231 103,378 105,618 107,696 109,935

6 1,900,001 円 ～ 2,000,000 円 104,231 106,378 108,618 110,696 112,935

7 2,000,001 円 ～ 2,100,000 円 109,231 111,378 113,618 115,696 117,935

8 2,100,001 円 ～ 2,200,000 円 114,231 116,378 118,618 120,696 122,935

9 2,200,001 円 ～ 116,831 118,978 121,218 123,296 125,535

ケアハウス笠松の郷をご利用頂くにあたり必要となる費用は次のとおりです。
ご利用になられる方の年収、介護度により費用は変動します。
以下の料金表には、事務費、生活費、管理費、介護保険負担分を含んでいます。
ご不明な点等御座いましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

これ以外には、医療費、オムツ代、居室電気代、洗濯代、お小遣い、及び11月～3月の間の冬季加算等が必要となります。
この料金表の金額は、30日の月の場合です。



ケアハウス笠松の郷の特徴

• 要介護1からご入居いただけます
特別養護老人ホームにご入居いただけない要介護1.2の方も安心してご入居いただけます。

・ 特別養護老人ホームと同様の介護サービスを提供しています
特別養護老人ホームと同様に、日勤時間帯には20名のご入居者に対し3名以上の介護職員を配置しています

特別養護老人ホームと同様に、日勤時間帯には50名のご入居者に対し2名以上の看護師を配置しています。

・ 医療面に心配のある方もご入居いただけます
当施設は医療法人笠松会有吉病院の併設施設です。日常の受診は職員が外来受診に付き添います。重度化した場合には、医療療養病棟で入院治療も可能です。

・ 非常に安価にご入居いただけます
当施設の施設区分及びサービス提供体制は、介護付有料老人ホームとまったく同一ですが、入居にかかる費用について県の補助を受けられることから非常に安価に

ご入居いただけます。

・ ご本人の状態に応じて多彩な施設群への移動も可能です
グループ内に、医療療養病棟、介護療養病棟、介護老人保健施設、グループホーム(2施設、4ユニット)、自立型ケアハウスをご入居施設としてご用意しています。

また、万一要支援2以下になったとしても、自立型ケアハウスがあり、こちらへのご入居をいただくことで生活の場を継続して確保することが可能です。

・ 万一の急変時も対応いたします
併設の有吉病院で対応できない急変時にも、施設から救急搬送の対応をいたします。その際には施設職員が必ず救急車に同乗し搬送先病院への情報伝達を確実に行います。


